
Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ 基礎項目評価書及び重点項目評価書 ]

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

＜選択肢＞

 [ 特に力を入れている ]

 ３．特定個人情報の使用

＜選択肢＞

 [ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

 [ 特に力を入れている ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ］委託しない

＜選択肢＞

 [ 特に力を入れている ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ］提供・移転しない

＜選択肢＞

[ 特に力を入れている ]

1) 基礎項目評価書

2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書

3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

 目的外の入手が行われるリス
クへの対策は十分か

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

 権限のない者（元職員、アクセ
ス権限のない職員等）によって
不正に使用されるリスクへの対
策は十分か

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

［
　

 委託先における不正な使用等
のリスクへの対策は十分か

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

［
　

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

　〇 「典型的なリスク対策（例）」は、あくまでも例示であり、１つでも実施していない対策があれば、「十分である」を選択できないというものではない。

　〇 「特に力を入れている」を選択できる水準は、「十分である」を選択できる水準を満たした上で、さらに、評価実施機関独自の取組を実施している場合に選択することができると考えられる。

　〇 「典型的なリスク対策（例）」には、組織的安全管理措置、人的安全管理措置については記載していないが、マイナンバーGLに則り、必要な措置を講ずる必要がある。
・組織的安全管理措置：
組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、漏えい等事案に対応する体制等の整備、取扱状況等の把握及び安全管理措置の見直し

・人的安全管理措置：
事務取扱担当者の監督、事務取扱担当者等の教育、法令・内部規程違反等に対する厳正な対処



 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

＜選択肢＞

 [ 十分である ]

＜選択肢＞

 [ 十分である ]

 目的外の入手が行われるリス
クへの対策は十分か

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている



 ７．特定個人情報の保管・消去

＜選択肢＞

 [ 特に力を入れている ]

 ８．人手を介在させる作業 ］人手を介在させる作業はない

＜選択肢＞

 [ 十分である ]

 判断の根拠

 特定個人情報の漏えい・滅失・
毀損リスクへの対策は十分か

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

［
　

 人為的ミスが発生するリスクへ
の対策は十分か

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、マイナン
バー登録や副本登録の際には、本人からのマイナンバー取得の徹底や、住基ネット照会を行う際には４
情報又は住所を含む３情報による照会を行うことを厳守している。



 ９．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 従業者に対する教育・啓発

＜選択肢＞

 [ 特に力を入れて行っている ]

○ ］全項目評価又は重点項目評価を実施する

 [ ]

＜選択肢＞

 当該対策は十分か【再掲】

＜選択肢＞

 [  ]

 判断の根拠

 10．従業者に対する教育・啓発

1) 特に力を入れて行っている

2) 十分に行っている

3) 十分に行っていない

 11．最も優先度が高いと考えられる対策
［
　

 最も優先度が高いと考えられ
る対策

 1)　目的外の入手が行われるリスクへの対策

 2)　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスクへの対策

 3)　権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策

 4)　委託先における不正な使用等のリスクへの対策

 5)　不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)

 6)　情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策

 7)　情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策

 8)　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

 9)　従業者に対する教育・啓発

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている
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